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１【提出理由】

　2023年２月24日開催の当社第39回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも

のであります。

 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年２月24日

 

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

　産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行により、上場会社において、定款に定めることにより一

定の条件のもと、場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が認められまし

た。

　当社といたしましても、遠隔地の株主様と近隣の株主様が同等の条件で株主総会に出席でき、物理的な会場の

確保が不要であることから株主総会の効率化・円滑化・日程の多様化につながり、また、新型コロナウイルス感

染症等の感染症への対策にも資するなど今後の社会情勢の変化にも柔軟に対応できるものと考えております。そ

こで、場所の定めのない株主総会が開催できるよう、現行定款第13条に第２項を追加するものであります。

 
第２号議案　取締役６名選任の件

　石原直樹、秋山司、深見修、齊藤洋介、張偉、北村克己の６名を選任するものであります。

 

第３号議案　ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対し、特に有

利な条件によりストックオプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項の決定を

当社取締役会に委任するものであります。

 
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案 201,022 335 － （注）２ 可決　99.83
第２号議案    （注）１  
石原　直樹 201,004 354 －  可決　99.82
秋山　司 201,024 334 －  可決　99.83
深見　修 201,014 344 －  可決　99.83
齊藤　洋介 201,007 351 －  可決　99.83
張　　偉 201,022 336 －  可決　99.83
北村　克己 201,026 332 －  可決　99.84

第３号議案 200,699 659 － （注）２ 可決　99.67
 

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株

主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株

主の議決権の３分の２以上の賛成による。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計

により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の

株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以　上
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